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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶融るつぼ（１０）を含む装置（１）であって、前記溶融るつぼ（１０）が、誘導コイ
ル（３）によって生み出される誘導場を用いてガラス溶融物を加熱するために前記溶融る
つぼ（１０）の周りに延在する前記誘導コイル（３）と、前記るつぼ（１０）の側壁を形
成する壁要素（５、６）とを有し、前記壁要素（５、６）が、前記ガラス溶融物が前記側
壁上で固化してスカル層を形成するように冷却流体を通すことのできる冷却流路（５０）
を有する、ことを特徴とする装置（１）を用いてガラスを溶融するための方法であって、
連続的に、またはバッチで、
　　第１のガラス組成について溶融装填材料がるつぼに投入され、
　　前記るつぼ（１０）内の前記溶融装填材料が、前記るつぼ内に既に存在するガラス溶
融物中に溶融し、前記溶融物が、
　　誘導コイル（３）によって生み出された電磁場によって加熱され、
　　前記るつぼ（１０）の側壁が、同時に、冷却流路（５０）内に冷却流体を導く手段に
よって冷却され、その結果、スカル層が前記るつぼ側壁上で維持され、
　　前記溶融物が、前記るつぼ（１０）から連続的に引き出され、
　　前記スカル層が付着する前記るつぼ（１０）の内側の少なくとも一部が、窒化アルミ
ニウム含有セラミックによって形成され、前記方法が、
　　前記ガラス溶融物の前記組成を変更することを含んでおり、前記ガラス溶融物の前記
組成を変更することは、さらなるステップ、すなわち：
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　　前記溶融物または前記溶融物の残留物を冷却するステップであって、前記冷却された
溶融物が、前記窒化アルミニウム含有セラミックによって形成された前記側壁の前記内側
から離れるステップ、
　　前記冷却された溶融物を除去するステップ、
　　第２のガラス組成の溶融装填材料を注入するステップ、
　　前記注入された溶融装填材料の領域を溶融させるステップ、
　　前記誘導コイル（３）を用いて前記溶融装填材料の前記溶融した領域に電磁エネルギ
ーを内部相互作用させ、前記溶融装填材料をさらに加熱し、その加熱により残りの溶融装
填材料が同様に溶融し、前記冷却されたるつぼ側壁のところに新しいスカル層が形成され
るステップ、および、
　　溶融装填材料を連続的にまたはバッチで投入し、溶融したガラスを連続的に排出する
ことによって、前記第２のガラス組成で連続溶融プロセスを継続するステップ、を含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記溶融物の冷却前に前記るつぼ（１０）が空にされることをさらに特徴とする、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　無ヒ素および無アルカリのケイ酸アルミニウム・ガラス、フルオロリン酸塩ガラス、ま
たはホウ酸ランタン・ガラスが溶融されることをさらに特徴とする、請求項１または２に
記載の方法。
【請求項４】
　前記るつぼ側壁が水冷されることをさらに特徴とする、請求項１乃至３のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項５】
　前記ガラス溶融物の結晶化層が、前記窒化アルミニウム含有セラミック上に形成される
ことをさらに特徴とする、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス溶融物からガラスおよびガラス・セラミック製品を連続生産するため
の方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特に高純度ガラスおよびガラス・セラミックスなどのガラス製品は、一般に、白金や白
金合金などの貴金属ならびに石英ガラスから作製された、溶融容器内で生産される。ただ
し、これらには、例えば、ガラス溶融物に混入したイオン性の白金に起因する黄変、およ
び／または混入した白金粒子のところでの散乱効果、ならびにガラス溶融物への石英ガラ
スるつぼ材料の溶解に起因した縞筋（ｓｔｒｅａｋｓ）および他の不均質性など、公知の
欠点がある。
【０００３】
　さらに、高純度ガラスおよびガラス・セラミックスのためのガラス溶融物は、しばしば
、各事例で使用されるるつぼ材料に対して非常に侵食性が高い。その結果、機器の摩耗お
よび生産早期の終了が起こる。
【０００４】
　ＤＥ１０２４４８０７Ａ１から、水冷式の銅管から構築された多巻コイルと、金属（Ｃ
ｕ、Ａｌ、Ｎｉ－Ｃｒ－Ｆｅ合金、場合によってはＰｔ）製の管から構築された、「コー
ルド・フィンガー（ｃｏｌｄ　ｆｉｎｇｅｒｓ）」とも呼ばれる、コイル軸に平行な柵状
配置を有する、スカルるつぼとを含む、いわゆるスカル溶融ユニットを用いることによる
、これらの欠点の改善策が知られている。スカルるつぼの管は、印加される高周波電場が
、スカルるつぼ内に存在する流体ガラスに侵入できるようにするために、また、それを渦
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電流の生成による内部相互作用によってさらに加熱するために、最小限の間隔をもたなけ
ればならない。冷却された金属るつぼと高温のガラスとの間に、固化した／結晶化した固
有材料のクラストが生じる。これは、金属製のるつぼを腐食性のガラス攻撃から保護する
機能、および金属からの不純物混入からガラスを保護する機能を有しており、漏れ障壁を
形成し、ガラスから冷却媒質への熱損失の低減をもたらす。
【０００５】
　これらの機能は、前述の溶融方法によって果たされる。さらに、良好な品質を有するガ
ラス製品を生産することが可能である。しかし、その溶融方法には、以下に提示する欠点
がある。
【０００６】
　１０００Ｖを超える高い動作電圧は、主にコイルとるつぼとの間に、また特に埃っぽい
環境で、フラッシュオーバを繰り返しまねくことになる。これは、操作の長期にわたる中
断をまねき、したがって高い生産コストの原因となるおそれがある。
【０００７】
　高電圧は、ユニットを操作している人に潜在的な危険源をもたらす。
【０００８】
　その結果、特に、るつぼでの電圧降下に起因して、全電力のうちの１０～２０％のアイ
ドル電力が生み出される。
【０００９】
　さらに、るつぼの側壁を形成する柵状配置を有する金属管、ならびに金属製の底部では
、エネルギーは、吸収または反射され、溶融プロセスにはもはや利用不可能となる。印加
される高周波電場を用いて溶融物の加熱をともかく可能にするためには、可能な限り効率
的なエネルギー入力を保証する必要がある。溶融ユニットに属する金属材料の損失は、可
能な最高程度まで、最小限に抑えなければならない。ただし、溶融ユニットにおけるセラ
ミックスの使用とは対照的であるのが、多くのガラスおよびガラス・セラミック溶融物が
示す、セラミック材料に対する高い腐食性である。したがって、耐火性の成分で作製され
たセラミックスが溶融ユニットに使用される場合、適切な漏れ保護は、存在しない。さら
に、セラミック・ライニングの溶解生産物は、製品の品質を大きく損なうおそれのある、
ガラス中の縞筋、泡、変色、および他の欠陥をまねく。
【００１０】
　一般的に溶融るつぼによって引き起こされる、したがって、また、スカルるつぼによっ
ても引き起こされる、他の問題は、連続的に動作しているユニットにおいてガラス組成を
変更することである。従来の手法は、溶融の過程で導入されるバッチの組成を単純に変更
することにある。その際、バッチ組成の変更後に生産されるガラスが、徐々にしか所望の
組成にならないという問題がある。この場合、少なくとも、所望のガラス特性について組
成の相違を感知可能である限り、混合組成を有する生産された大量のガラスは、使用する
ことができない。さらに、所望のガラス組成を達成するまでの非生産的な時間は、生産コ
ストの増加をまねく。
【００１１】
　他方で、るつぼが冷却される場合、固化したガラス残留物を除去しなければならない。
しかし、これらの残留物は、溶融物と接触しているるつぼの表面に付着する。ガラスが叩
き落される場合、るつぼは、破損するおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】ＤＥ１０２４４８０７Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、本発明の課題は、２種類のガラス間の変更を簡単にすることである。



(4) JP 5787494 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の課題は、独立請求項の主題によって解決される。本発明の有利な実施形態およ
び改善形態を、それぞれの従属請求項に与える。
【００１５】
　それらによれば、ガラスのための溶融装置であって、
　　溶融るつぼと、
　　誘導コイルによって生み出される誘導場を用いてガラス溶融物を加熱するために、溶
融るつぼの周りに好ましくは延在する、誘導コイルと、
　　るつぼの側壁を形成する壁要素とを含んでおり、該壁要素が、
　　ガラス溶融物が側壁上で固化してスカル層を形成するように、冷却流体を通すことの
できる、冷却流路を有しており、
　　壁要素の内側が、少なくとも部分的に、窒化アルミニウム含有セラミック、特に、窒
化アルミニウム・セラミックによって形成される、溶融装置が提供される。
【００１６】
　したがって、本発明によれば、るつぼの内側の側壁の溶融物接触表面は、少なくとも部
分的に、窒化アルミニウム・セラミックまたは窒化アルミニウム含有セラミックによって
形成される。窒化アルミニウムは、この材料が一方では電気絶縁性であり、他方ではまた
良好な熱伝導率を有するという、利点を有する。熱伝導率が良好であるので、るつぼ側壁
は、全体を窒化アルミニウム・セラミックから作製することさえできる。換言すれば、他
の部分は従来のものである、スカルるつぼ用の金属管が、窒化アルミニウム含有セラミッ
ク要素によって置き換えられ、したがって、るつぼは、窒化アルミニウム含有セラミック
製の壁要素を有する。
【００１７】
　本発明の一実施形態によれば、壁要素は、隣接して走る管の形態で構築することができ
、それらの管の内部それぞれが、冷却流体がその中を導かれる冷却流路を形成する。
【００１８】
　代替的に、または追加的に、少なくとも内側が窒化アルミニウム含有セラミックを有す
る、プレート形の側壁要素を設けることも可能である。
【００１９】
　窒化アルミニウムがまた電気絶縁性でもあるので、壁要素が、電気絶縁性材料、特に、
完全に窒化アルミニウム含有セラミックで作製されるのであれば、誘導コイルの場は、壁
要素によって全くまたはわずかしか影響を受けない。したがって、スカルるつぼの従来の
金属管構造ゆえに生じる前述の問題がなくなる。
【００２０】
　材料の利点ゆえに、少なくとも内側が窒化アルミニウム含有材料で作製された、るつぼ
の底部要素を提供することも可能である。
【００２１】
　好ましくは、るつぼの冷却は、水で行われる。
【００２２】
　十分に良好な熱伝導率を得るために、壁要素の内側を、優位的なモル比で窒化アルミニ
ウムを含有する、窒化アルミニウム含有セラミックによって形成させることが特に好まし
い。好ましくは、セラミック中の窒化アルミニウムのモル比は、少なくとも７０％である
。その場合、本発明の一改善形態では、溶融物接触表面の窒化アルミニウム含有セラミッ
クは、適切であれば、追加成分として窒化ホウ素を含有することができる。窒化ホウ素は
、やはり、より低いが、良好な熱伝導率を有する。ただし、窒化ホウ素の混合は、溶融装
置の生産コストに有利となる、材料のより容易な加工をもたらす。
【００２３】
　純粋な窒化アルミニウム・セラミックが用いられるか、あるいは、例えば前述の窒化ホ
ウ素などの混合が用いられるかにかかわらず、セラミックが２０℃で測定して少なくとも
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８５Ｗ／ｍ・Ｋの熱伝導率を有するときには有利である。純粋な窒化アルミニウム・セラ
ミックスの場合、または窒化アルミニウム・セラミックスに、少量の、例えば窒化ホウ素
が混合される場合、１３０Ｗ／ｍ・Ｋを超える熱伝導率の値を達成することさえ可能とな
る。
【００２４】
　ほとんど妨害のない電磁場の侵入を保証するためには、温度２０℃における窒化アルミ
ニウム含有セラミックの電気伝導率が１０－８Ｓ／ｍ未満であるときに、さらに有利であ
る。純粋な窒化アルミニウム・セラミックの電気伝導率は、例えば、この値よりも著しく
低くなる。
【００２５】
　窒化アルミニウムが、材料自体として、多くの侵食性溶融物中でさえ、高い長期的安定
性を有することが示されている。したがって、溶融装置は、特に好ましくは、ガラスの連
続溶融のために構築され、その溶融装置は、動作時にそれを通じてガラス溶融物を連続的
に排出できるガラス溶融物出口、ならびに溶融装填材料を連続的にまたはバッチで投入す
るための投入装置を有する。
【００２６】
　さらに、溶融物接触材料としての窒化アルミニウムの特殊な特性は、ガラスがその窒化
アルミニウムに付着しない、またはほとんど付着しないことである。一般に、固化したガ
ラス溶融物は、場合によってはひとりでに、セラミックから離れる。これは、空にした後
、または冷却後、るつぼからガラス残留物を非常に単純な方法で取り除くことができると
いう、特定の利点をもたらす。したがって、これは、継続動作中に第１の溶融組成が第２
の溶融組成に置き換えられ、それに応じて溶融ガラスの組成が徐々に変化する、連続的に
動作している溶融るつぼにおける複雑でコストのかかる再溶融を回避する可能性を伴う。
【００２７】
　この目的で、本発明によれば、特に前述のような装置を用いて、ガラスを溶融するため
の方法であって、連続的に、またはバッチで、
　　第１の組成について溶融装填材料がるつぼに投入され、
　　るつぼ内に存在するガラス溶融物中に、溶融装填材料が溶融し、その溶融物が、
　　誘導コイルによって生み出された電磁場によって加熱され、
　　るつぼの側壁が、同時に、冷却流路内に冷却流体を導く手段によって冷却され、その
結果、スカル層がるつぼ側壁上で維持され、
　　溶融物が、るつぼから連続的に引き出され、
　　スカル層が付着するるつぼの内側の少なくとも一部が、窒化アルミニウム含有セラミ
ックから形成され、
　　ガラス溶融物の組成を変更することを含む方法が提供される。ガラス溶融物の組成を
変更することは、さらなるステップ、すなわち：
　　溶融物または溶融物の残留物を冷却するステップであって、冷却された溶融物が、窒
化アルミニウム含有セラミックによって形成された側壁の内側から離れるステップ、
　　冷却された溶融物を除去するステップ、
　　第２のガラス組成の溶融装填材料を注入するステップ、
　　注入された溶融装填材料の領域を溶融させるステップ、
　　誘導コイルを用いて溶融装填材料の溶融した領域に電磁エネルギーを内部相互作用さ
せ、溶融装填材料をさらに加熱し、その加熱により残りの溶融装填材料が同様に溶融し、
冷却されたるつぼ側壁のところに新しいスカル層が形成されるステップ、および、
　　溶融装填材料を連続的にまたはバッチで投入し、溶解したガラスを連続的に排出する
ことによって、第２のガラス組成による連続溶融プロセスを継続するステップを含む。
【００２８】
　一般に、ガラス溶融物を変更する間、溶融物が冷却される前に、または誘導コイルの交
流場のスイッチが切られる前に、るつぼを空にすることが、もちろん有利である。
【００２９】
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　通常、るつぼ内に残っているガラス溶融物は、窒化アルミニウムの低い表面エネルギー
がガラスの付着を妨げるので、それ以上何もすることなく、すなわち、やはりチゼルまた
は類似の工具を使用することなく、窒化アルミニウム含有セラミック製の溶融物接触表面
から引き離すことができる。このことは、また、窒化ホウ素もまた低い表面エネルギーを
有するので、窒化ホウ素混合物を含有する溶融物接触表面、すなわち、窒化ホウ素－窒化
アルミニウム・セラミックにも当てはまる。
【００３０】
　本発明による方法または本発明による装置に特に適しているガラスは、好ましくは、無
ヒ素および無アルカリのケイ酸アルミニウム・ガラス、フルオロリン酸塩ガラス、および
ホウ酸ランタン・ガラスである。
【００３１】
　さらに、窒化アルミニウムは、やはり、これらのガラスに対して良好な減摩特性を示す
。具体的には、万一冷却がうまくいかず、スカル層が溶融した場合に、窒化アルミニウム
に対する溶融物の攻撃が少ない。
【００３２】
　対照的に、例えば、光ファイバ用のヒ素含有ガラスなど、他の一部のガラスの場合、大
量の泡形成を伴った、溶融物のより強い攻撃が起こる。ただし、明らかに、永久的な冷却
が保証されるのであれば、そのようなガラスもまた使用することができる。
【００３３】
　いずれの場合にも、また、容易な、したがってまた事実上残留物を含まない方式で、溶
融物の残留物をるつぼから除去できるので、それ以上何もすることなく、例えば前述した
タイプのガラス間など、非常に多様なガラス間で切り替えることが可能である。
【００３４】
　前述した光ファイバのヒ素含有ガラス、ホウ酸ランタン・ガラス、およびフルオロリン
酸塩ガラスなど、一部のガラスの場合、特定の動作時間後に、窒化アルミニウム含有セラ
ミック上に溶融物からの結晶化層の形成が見られる。ここでは、結晶層を、やはりセラミ
ックに対する目立った攻撃なしに、固化したガラス層として同様に容易に除去できること
が示された。
【００３５】
　再溶融、または異なる２つのガラス組成間の変更、およびるつぼのクリーニングは、ま
た、内側のるつぼ側壁の周囲が底部または底部要素に向かって大きくなり、特に、底部と
側壁とを分解できるときに容易になることがある。換言すれば、拡大した周囲ゆえに、内
側るつぼ側壁は、少なくともその底縁部に隣接した領域に、拡大断面を、または少なくと
も、底部に向かって拡大した断面域を有する。例えば、るつぼは、釣鐘形または円錐状に
拡大することができる。
【００３６】
　溶融物組成を変更することは、以下のように行うことができる：前述のように、初めに
、るつぼ内に残っている溶融物が冷却される。次いで、冷却された溶融物の除去が、単純
に底部と側壁とを互いに垂直方向に分離することによって、例えば、底部を下方に、また
は側壁を上方に動かすことによって、行われる。側壁の周囲が底部に向かって拡大してい
るという事実の結果、固化した溶融物が、側壁に付着せず、底部上にくることが達成され
る。次いで、溶融物がもはや環状の側壁によって取り囲まれていないので、固化したガラ
ス溶融物残留物を、露出された底部上で、非常に単純な方式で除去することができる。例
えば、この目的で、溶融物を、底部から側部に押すこともでき、またはまとめて落とすこ
ともできる。除去後、底部および側壁が再び組み立てられ、第２のガラス組成の溶融装填
材料が注入される。
【００３７】
　窒化アルミニウムは、さらに、その溶融物が冷却された側壁に対してわずかな攻撃しか
与えないので、長期運転における長い動作時間に特に適していることが判明している。し
たがって、溶融物組成の変更間を、長い時間間隔とすることができる。したがって、長期
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運転において、るつぼは、少なくとも２カ月の耐用寿命を有することができ、または長期
運転において少なくとも２カ月間機能することができる。本発明によるるつぼを使用する
と、かなり長い耐用寿命さえも可能である。好ましくは、動作時間は、少なくとも半年で
ある。前述したガラス組成の変更が原因で一時的に中断される動作は、例えば、動作期間
内の溶融操作時間の少なくとも８５％でるつぼが動作する限り、この事例ではやはり長期
運転と見なされる。
【００３８】
　窒化アルミニウムの熱伝導率が酸素含有量に大きく依存するので、有利には、酸素含有
量の少ない窒化物セラミックス、または一般的に、窒化アルミニウム含有セラミックスが
使用される。ただし、酸素は、窒化アルミニウム・セラミックスの代表的な構成成分であ
る。酸素含有量が増加するにつれて、熱伝導率は、漸近的に減少する。この理由から、２
モル％未満の酸素含有量を有する窒化アルミニウム・セラミックスが、好ましくは使用さ
れる。
【００３９】
　窒化アルミニウムは、さらに、比較的容易に酸化され、酸化速度は、温度とともに直線
的に増大する。したがって、一方では大気中の酸素による、他方では、とりわけ溶融物か
らの酸素による、酸化を防ぐために、窒化アルミニウム含有材料の適切な冷却が重要であ
る。このプロセスが始まると、そのプロセスは、自己強化プロセスになり、すなわち、上
昇した温度が、酸化の増進をまねき、酸化の増進は、材料の熱伝導率を低下させ、したが
って、次には温度上昇をまねく。具体的には、本発明の特に好ましい改善形態では、壁要
素の内側は、溶融物に面する側部での、またはその内側でのその表面温度が、７５０℃未
満、好ましくは５００℃未満になるように冷却される。対照的に、前述した低酸素含有量
の窒化アルミニウム・セラミックスが側壁材料として用いられる場合、そのような自己強
化プロセスは、長時間にわたって効果的に抑制され、したがって、長い耐用寿命が達成さ
れる。
【００４０】
　本発明について、例示的な諸実施形態に基づき、添付図面に即して、以下でより詳細に
説明する。ここでは、同一の参照記号は、同一のまたは対応する要素を指す。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明による装置の第１の例示的な実施形態を示す切欠図である。
【図２】第２の例示的な実施形態による装置の一部を示す図である。
【図３】様々なガラス溶融物中のセラミックの特性を試験する、窒化アルミニウム・セラ
ミック製のコールド・フィンガーの断面図である。
【図４】溶融物組成を変更する方法の諸ステップを示す図である。
【図５】溶融物組成を変更する方法の諸ステップを示す図である。
【図６】溶融物組成を変更する方法の諸ステップを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　図１は、溶融るつぼ１０を有する、本発明によるガラスのための溶融装置１の切欠図を
示す。
【００４３】
　誘導コイル３が、誘導コイル３によって生み出される誘導場を用いてガラス溶融物を加
熱するために、溶融るつぼ１０の周りを環状に延びる。
【００４４】
　るつぼ１０の側壁４は、窒化ホウ素混合物を適宜含有する、窒化アルミニウム含有セラ
ミック、好ましくは窒化アルミニウム・セラミックで作製された、管５の形態をした壁要
素によって形成される。各管５内を冷却流路５０が走っており、るつぼの動作中にその冷
却流路５０内を冷却水が導かれ、その結果、ガラス溶融物は、側壁上で固化し、スカル層
を形成する。冷却流路５０は、共通の供給流路５１に連結される。
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【００４５】
　窒化アルミニウム含有セラミック製の管５は、電気絶縁性である。したがって、誘導コ
イル３の交流電磁場は、溶融物中に自由に侵入することができる。金属管から構築される
、ガラス溶融物のための従来のスカルるつぼの事例とは対照的に、側壁の管５内の場によ
って、電流は、誘導されない。管５に使用される窒化アルミニウム含有セラミックは、さ
らに、２０℃で少なくとも８５Ｗ／ｍ・Ｋの熱伝導率および１０－８Ｓ／ｍ未満の電気伝
導率を有する。好ましくは、この目的で、酸素含有量２モル％未満の窒化アルミニウム・
セラミックが使用される。るつぼ動作中の窒化アルミニウム・セラミックの酸化を妨げる
ために、管５は、それらの表面温度が７５０℃未満、好ましくは５００℃未満にとどまる
ように、さらに冷却される。
【００４６】
　るつぼ１０の底側部は、同様に冷却流路７１によって冷却される、底部要素７によって
形成される。底部要素７は、少なくともその内側は、やはり好ましくは窒化アルミニウム
含有セラミックで作製される。底部要素７が、側壁と同様に、やはり電気絶縁性である場
合、コイル３の場は、妨げられることなく完全に溶融物に侵入することができる。このよ
うに、溶融装置１のかなり改善された効率が達成される。
【００４７】
　管５の上端部は、例えば、「Ｑｕａｒｚａｌ」または他の温度安定性材料で作製された
リング９を用いて、適所に固定される。図１に示した例では、リング９内および底部部品
７内に供給流路５１が設けられており、それらの供給流路５１内で、管５のための冷却水
が供給または排出される。
【００４８】
　さらに、底部部品７内には、排出出口７２が設けられる。この出口７２は、例えば、そ
の出口に連結されたライザー管を用いて、連続動作中に溶融物を一定排出するために、ま
たさらに、ガラス組成が変更されるときに溶融物を排出するために、用いられる。
【００４９】
　あるいは、溶融物を排出するために、溶融物表面の領域の排出出口を、また、設けるこ
ともできる。この場合、まだ溶融していない導入された溶融装填材料が直接出口に進入す
るのを妨げる、溶融物中に浸された障壁を、出口の正面に設けることが有利である。
【００５０】
　図２は、図１に示した例示的な実施形態の一変形形態による装置１の一部を示す。この
変形形態では、るつぼ１０の側壁は、窒化アルミニウム含有セラミック製のプレート形要
素６で構成される。プレート形要素６内には、また、スカル層を作り出すために動作中に
それらの中を冷却水が導かれる、冷却流路５０が設けられる。誘導コイルおよび適宜設け
られるリング９は、図示していない。
【００５１】
　以下で、前述の装置に溶融物接触材料として窒化アルミニウムを用いた、いくつかの試
験について説明する。
【００５２】
　溶融物接触材料としての窒化アルミニウム・セラミックの適合性について、ヒ素含有繊
維ガラス（名称ＰＷ４）、フルオロリン酸塩ガラス（名称Ｎ－ＰＫ５２Ａ）、およびホウ
酸ランタン・ガラス（名称Ｎ－ＬａＳＦ３１Ａ）を使用して試験を実施した。試験のため
に、図３に示したような、窒化アルミニウム・セラミック製の冷却されたフィンガを準備
した。フィンガ２１内には、端部２２のところでクロス・ボア２５を通じて互いに連通す
る、２つの縦方向ボア２３、２４が導入される。クロス・ボア２５は、２つのプラグ２６
を使用して封止される。縦方向ボア２３、２４には、冷却水がそれらを通じて供給され排
出される、銅管２７が取り付けられる。流れの方向は、縦方向ボア２３、２４内の矢印に
よって表されている。
【００５３】
　コールド・フィンガー２０を、その端部２２のところでガラス溶融物中に浸し、各試験
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の間、約２４時間にわたってそのガラス溶融物中に維持し、次いで、回収した。
【００５４】
　ヒ素含有繊維ガラスの溶融物の温度は、１３５０℃であった。コールド・フィンダーを
溶融物から取り出した後、厚さ約５ミリメートルの、溶融材料の結晶化層が見られた。た
だし、その層は、窒化アルミニウム・セラミックに堅固には付着しない。
【００５５】
　ホウ酸ランタン・ガラス溶融物の温度は、約１４００℃であった。コールド・フィンガ
ーのすぐ上に、厚さ約１～２ミリメートルのガラス層が見られ、そのガラス層が、厚さ約
６～７ミリメートルの結晶化層によって取り囲まれていた。これらの残留物は、やはり何
の問題もなく溶融物から引き離すことができた。
【００５６】
　約９００℃のフルオロリン酸塩ガラス溶融物中で保管した後、コールド・フィンガー上
には１つのガラス層しか見られなかった。したがって、結晶化は、観察されなかった。ガ
ラス層は、やはり容易に引き離すことができた。
【００５７】
　前述の試験のいずれにおいても、溶融物による窒化アルミニウム・セラミックに対する
目立った攻撃は、観察することができなかった。
【００５８】
　溶融物による攻撃を試験するために、コールド・フィンダーを、フルオロリン酸塩ガラ
ス溶融物中で再び１週間にわたって保管した。１週間後にも、溶融物による目立った攻撃
は、観察することができなかった。
【００５９】
　さらに、冷却がうまくいかないときの材料の攻撃を試験するために、溶融物中に浸され
た、冷却されていない窒化アルミニウム・セラミック体を用いて、試験を実施した。前述
のガラス溶融物に加えて、無ヒ素および無アルカリのケイ酸アルミニウム・ガラス（名称
ＡＦ３７）の溶融物を試験した。
【００６０】
　ヒ素含有繊維ガラスの１４００℃高温溶融物では、窒化アルミニウム［セラミック］体
における泡形成を伴う強い反応と、溶融物の過剰発泡とが観察され、したがって、１５分
経たずに試験を中止した。反応は、おそらくヒ素含有量に起因するものである。
【００６１】
　したがって、良好な減摩特性が望まれる場合、本発明は、特に無ヒ素の、または少なく
とも低ヒ素のガラスの溶融に適している。本発明に関して、低ヒ素とは、０．２５重量パ
ーセント未満のＡｓ２Ｏ３含有量を有するガラスを意味する。
【００６２】
　冷却されたセラミック上に結晶化層の形成が観察される場合、これは、また、結晶化層
が溶融物に対するセラミックの遮蔽を作り出すので、減摩特性をかなり改善することがで
きる。
【００６３】
　対照的に、ホウ酸ランタン・ガラスの１３５０℃高温溶融物中では、わずかな反応しか
観察されなかった。しかし、ここでは、試験に使用したＱｕａｒｚａｌるつぼの激しい攻
撃が見られたので、この試験は、約３０分後に中止した。これは、本発明が、また、侵食
性の高い溶融物に非常に適していることを確認している。
【００６４】
　フルオロリン酸塩ガラスの９５０℃高温溶融物では、初めは、反応は、明らかではなか
った。しばらく経って初めて、わずかな泡形成が見られた。緩やかで一様な溶解が観察さ
れた。試験は、約１５０分後に終了した。したがって、窒化アルミニウム・セラミックが
溶融物によって少し攻撃されるとしても、フルオロリン酸塩ガラスの場合、窒化アルミニ
ウム側壁を有するるつぼを破壊することなく、良好な減摩特性が達成される。
【００６５】



(10) JP 5787494 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

　無ヒ素および無アルカリのアルミノシリケート・ガラスの溶融物では、１６００℃でさ
え、また、同様の観察をすることができた。ここでも、わずかな泡形成を伴うわずかな反
応しか見られず、したがって、試験は、早期に中止することなく、約１２０分後に終了す
ることができた。
【００６６】
　図４～図６は、底部に向かって周囲が拡大するるつぼ側壁を有する、図１および図２に
示した例示的な実施形態の一変形形態を示す装置による、ガラス溶融物を変更する方法の
諸ステップを示す。この事例の装置１は、概略的に断面で示されている。底部要素７内お
よび側壁４内の冷却流路は、簡潔にするため、図示していない。側壁４は、例えば、図１
に示したように管５の形態をした壁要素から、または図２に示したようにプレート形要素
６の形態をした壁要素から、構築することができる。図４に基づけばわかるように、側壁
４は、その下縁部４０に向かって拡大する。換言すれば、その周囲長は、下縁部４０のと
ころに配置された底部に向かって大きくなる。さらに、底部要素７および側壁４は、それ
らを分離できるような方式で保持される。
【００６７】
　初めに、図４に示したように、るつぼ１０は、依然として、第１の組成の溶融物１１で
満たされている。溶融物を変更するためには、溶融物１１は、初めに、図４には図示して
いない誘導コイル３に印加された誘導電圧のスイッチを切ることによって冷却される。必
要ならば、るつぼ１０は、冷却前に空にすることができ、その結果、溶融物充填物の残留
物だけが依然としてるつぼ１０内に残っている。したがって、図４では、また、完全には
満たされていないるつぼ１０が示されている。空にするために、図１に示した例のように
、底部要素７内に排出出口を設けることが可能である。
【００６８】
　次に、図５に示したように、底部要素７および側壁４は、垂直方向に引き離され、した
がって、互いに空間的に分離される。内側側壁の窒化アルミニウム含有セラミックゆえに
、固化した溶融物が側壁４から離れるので、溶融物は、壁の内側には付着せず、底部要素
７上にとどまる。これで、底部要素７上にある溶融物１１は、側部から接近可能となり、
単純な方式で除去することができる。
【００６９】
　次に、図６に示したように、底部要素７および側壁４は、ともに元に戻され、るつぼ１
０は、第２のガラス組成のバルク固体溶融装填材料１２で満たされ、るつぼは、例えば、
バーナー１５など、補助的な加熱を用いて加熱され、その結果、局所的に、第２のガラス
組成の溶融物１３が形成される。溶融物１３は、次いで、誘導的にさらに加熱され、その
結果、残っているバルク溶融装填材料が溶解する。その後、溶融装填材料が連続的にまた
はバッチで投入され、連続的に排出される、連続溶融操作が、第２のガラス組成で継続さ
れる。
【００７０】
　本発明が前述した例示的な諸実施形態だけに限定されず、以下の特許請求の範囲内で本
発明を多様なものにできることが、当業者には自明である。具体的には、例示的な諸実施
形態の特徴は、また、互いに組み合わせることができる。したがって、例えば、図２に示
したような窒化アルミニウム含有セラミック製のプレート形の壁要素を、図１に示した例
示的な実施形態による管形の壁要素と組み合わせることができる。
【符号の説明】
【００７１】
　１　溶融装置
　３　誘導コイル
　４　側壁
　５　管
　７　底部部品
　９　リング
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　１０　溶融るつぼ
　１１、１３　溶融物
　１２　固体溶融装填材料
　１５　バーナー
　４０　下縁部
　５０、７１　冷却流路
　５１　共通の供給流路
　７２　排出出口

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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